
 



提出方法 

・原則として学校へお持ちいただき、給食担当（栄養教諭）へ提出してください。 

・お持ちになれない場合は、学校へ FAXしてください。（栄養教諭宛） 

  FAX後に必ず受信確認の電話を担当｛栄養教諭・（教頭）｝にかけてください。  

・上記の連絡方法が難しい場合には、必ず電話で連絡してください。電話で連絡された場合も、2週間

以内には必ず「学校給食費等変更届出書」を提出してください。給食を止めても提出がない場合は、

返金できません。 

・再開予定を短縮・延長する場合は、該当日の３日前までに、再度「学校給食費等変更届出書」にて連

絡してください。 

 



 


